
 

事 務 連 絡  

平成 30 年４月 19 日  

 

 

 各検疫所 御中 

 

 

医薬・生活衛生局食品監視安全課 

 

 

ベルギーからの豚肉等の取扱いについて 

 

 

 標記については、「法第５条第２号に基づく衛生証明書の取扱いについて」

（平成 12 年 12 月 26 日付け衛乳第 263 号（最終改正：平成 30 年４月 19 日付け

薬生食監発 0419 第２号)）により、衛生証明書を受け入れて差し支えないこと

とし、平成 27 年８月 18 日付け事務連絡により衛生証明書の様式について示し

ているところです。 

今般、ベルギー政府から、ベルギーからの豚肉等に添付される衛生証明書の

様式について、別添のとおり変更したい旨連絡がありましたのでお知らせしま

す。 

なお、本衛生証明書様式については、平成 30 年５月１日以降に発行されたも

のについて受け入れて差し支えないものとし、平成 27 年８月 18 日付け事務連

絡により示した様式については、平成 30 年５月 10 日までに発行されたものを

受け入れることとします。 

 上記によらない場合は、生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室を通じ

て当課まで連絡願います。 
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